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【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  20/06     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/30     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/14     (2006.01)
   Ｃ１０Ｇ  67/06     (2006.01)
   Ｃ１０Ｇ  45/08     (2006.01)
   Ｃ１０Ｇ  25/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ   20/06     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｊ   20/30     　　　　
   Ｂ０１Ｄ   53/14     　　　Ａ
   Ｃ１０Ｇ   67/06     　　　　
   Ｃ１０Ｇ   45/08     　　　Ｚ
   Ｃ１０Ｇ   25/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月9日(2015.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子状酸化亜鉛担体材料に支持された一種又は複数種の銅化合物を含む粒子状脱硫材で
あって、一種又は複数種の粉末状銅化合物、亜鉛酸化物、一種又は複数種の亜鉛酸化物前
駆体の焼成により生成する亜鉛酸化物、及び一種又は複数種のバインダから形成される顆
粒の形態であり、０．１～５．０重量％のＣｕＯとして表される銅含有量と≧１．５５ｋ
ｇ／ｌのタップ嵩密度を有し、該粒子状脱硫材は、粉末状銅化合物を、亜鉛酸化物、焼成
により亜鉛酸化物を生成する一種又は複数種の亜鉛酸化物前駆体、及び一種又は複数種の
バインダを含む粒子状亜鉛担体材料と混合して銅含有組成物を生成する工程、顆粒化によ
り該銅含有組成物を成形する工程、並びに得られた顆粒化した材料を乾燥させ焼成する工
程により調製される脱硫材。
【請求項２】
　１～１０ｍｍ、好ましくは１．５～７．５ｍｍ、より好ましくは２．５～５．０ｍｍの
範囲の粒径を有する請求項１に記載の脱硫材。
【請求項３】
　≦０．２２ｃｍ３／ｇの細孔容積を有する請求項１または請求項２に記載の脱硫材。
【請求項４】
　≦２３ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積を有する請求項１から３のいずれか一項に記載の脱硫材
。
【請求項５】
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　前記一種又は複数種の銅化合物が、銅金属、酸化銅、水酸化銅およびヒドロキシ炭酸銅
からなる群から選択される請求項１から４のいずれか一項に記載の脱硫材。
【請求項６】
　一種又は複数種のバインダが、粘土バインダおよびセメントバインダおよびこれらの混
合物からなる群から選択される請求項１から５のいずれか一項に記載の脱硫材。
【請求項７】
　一種又は複数種の耐火性酸化物から選択される第２の担体材料を、２０重量％までのレ
ベルでさらに含む請求項１から６のいずれか一項に記載の脱硫材。
【請求項８】
　鉄、マンガン、コバルトまたはニッケル、好ましくはニッケルの一種又は複数種の化合
物から選択される第２の金属化合物をさらに含む請求項１から７のいずれか一項に記載の
脱硫材。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の脱硫材を製造する方法であって、
（ｉ）粉末状銅化合物を、亜鉛酸化物、焼成により亜鉛酸化物を生成する一種又は複数種
の亜鉛酸化物前駆体、及び一種又は複数種のバインダを含む粒子状亜鉛担体材料と混合し
て、銅含有組成物を生成する工程、
（ｉｉ）顆粒化により銅含有組成物を成形する工程、および
（ｉｉｉ）得られた顆粒化した材料を乾燥させ焼成する工程
を含む方法。
【請求項１０】
　銅化合物が、酸化銅、水酸化銅、またはヒドロキシ炭酸銅からなる群から選択される請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　銅化合物および酸化亜鉛担体材料を一種又は複数種のバインダと合わせて顆粒化し、１
～１０ｍｍ、好ましくは１．５～７．５ｍｍ、より好ましくは２．５～５．０ｍｍの範囲
の直径を有するアグロメレート化球体を形成する請求項９または請求項１０に記載の方法
。
【請求項１２】
　プロセス流体流の脱硫方法であって、前記流体流と場合により水素を、請求項１から８
のいずれか一項に記載の脱硫材または請求項９から１１のいずれか一項に従って調製され
る脱硫材と接触させる工程を含んでなる方法。
【請求項１３】
　プロセス流が炭化水素ガスと水素を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　プロセス流体流を水素と混合し、水素化脱硫触媒と接触させて、処理済みプロセス流を
形成し、次いで処理済みプロセス流を脱硫材と接触させる請求項１２または請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　脱硫材を、２５０～４５０℃、好ましくは３００～４００℃、より好ましくは３２０～
４００℃の範囲の温度でプロセス流体と接触させる請求項１２から１４のいずれか一項に
記載の方法。
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